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恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る仮釈放者及び保護観察付執行猶

予者に関する措置について（通達）

恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る仮釈放者並びに刑法（明治40年法律第45

号）第25条の２第１項の規定により保護観察に付されている者（以下「保護観察付全部猶予

者」という。）及び刑法第27条の３第１項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部

の執行猶予に関する法律（平成25年法律第50号）第４条第１項の規定により保護観察に付さ

れている者（以下「保護観察付一部猶予者」という。）に関する措置については、「恋愛感

情等のもつれに起因する暴力的事案に係る仮釈放者及び保護観察付執行猶予者に関する措置

について」（令和３年８月26日付け大通達甲（人少）第12号、（刑企）第17号、（捜一）第７

号）により実施しているところであるが、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67

号）及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４

年法律第68号）の施行に伴い、令和７年６月１日から下記のとおり実施することとしたので、

適切な対応を推進されたい。

なお、前記通達は、同日付けで廃止する。

記

１ 特異動向のある加害者が仮釈放者又は保護観察付執行猶予者であるか否かの把握

恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る相談等を受けた警察署及び警察本部の

所属（以下「警察署等」という。）は、事案の加害者が被害者及びその親族等（以下「被

害者等」という。）への接触を試みているなどの特異動向を把握した場合は、次の方法に

より、当該加害者が仮釈放者又は保護観察付執行猶予者（保護観察付全部猶予者及び保護

観察付一部猶予者をいう。以下同じ。）であるか否かを確認すること。

(1) 犯歴照会による把握

犯歴照会を行い、加害者に犯歴がある場合は、当該犯歴に係る処分結果を確認し、最

終の処分結果が、拘禁刑、刑の一部猶予（保護観察付又は保護観察なし。以下同じ。）

又は保護観察付全部執行猶予（平成25年４月以降の判決に限る。）に該当するか否かを

確認すること。

また、当該処分結果が、拘禁刑又は刑の一部猶予に該当する場合は、その出所事由が

仮釈放であるか否かを確認すること。

(2) 事件送致警察署等への確認



加害者が保護観察付執行猶予者である可能性があるものの、犯歴照会では判明しない

場合は、加害者に係る事件を送致した警察署等に照会し、既決犯罪通知書を確認するこ

と。また、事件を送致した警察署等においても、既決犯罪通知書が未送付であるなどに

より、加害者に係る判決が判明しない場合は、検察庁に直接問い合わせること。

また、加害者が仮釈放により出所している可能性があるものの、犯歴照会では判明し

ない場合は、同一の都道府県にある保護観察所に問い合わせること。

２ 送致した加害者に係る処分結果の把握

恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案を送致した警察署等は、既決犯罪通知書によ

り通知される当該加害者の処分結果について、配偶者等からの暴力事案にあっては「配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律等の運用上の留意事項について」（令

和６年３月25日付け大通達甲（人少）第15号ほか）第２号様式（その２）に、ストーカー

及び男女間トラブル事案にあっては恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案及び非定型

事案措置要領（令和７年３月５日付け大示達甲（人少）第６号別添）第３号様式（以下こ

れらを「事案等処理票」という。）に確実に記載すること。ただし、送致後に被害者等か

ら当該加害者の特異動向に関する相談を受けた場合、当該加害者が公判中に被害者等への

恨みが残っている旨発言していたことを把握した場合等は、既決犯罪通知書の送付を待つ

ことなく、裁判傍聴や検察庁への直接の問合せ等により処分結果を速やかに確認すること。

また、加害者が実刑になった事案については、被害者等の意思を踏まえつつ可能な限り

再被害防止対象者に指定することにより、加害者の仮釈放等の出所情報を把握すること。

３ 特異動向等を把握した場合の保護観察所との連携

(1) 警察署等が特異動向を把握した場合

仮釈放者又は保護観察付執行猶予者の特異動向を把握した警察署等は、当該仮釈放者

又は保護観察付執行猶予者の保護観察をつかさどる保護観察所（以下「事件係属庁」と

いう。）に対し、別記様式により、速やかに特異動向の内容（ストーカー行為等の規制

等に関する法律（平成12年法律第81号）に基づく警告又は禁止命令等を実施した場合に

あっては、その内容を含む。）を連絡するとともに、設定された特別遵守事項の内容、

保護観察の種別、保護観察期間満了日並びに当該仮釈放者又は保護観察付執行猶予者の

現住所及び勤務先の情報の提供を要請すること。

なお、事件係属庁が不明であるときは、生活安全部人身安全・少年課（以下「人身安

全・少年課」という。）を通じて、大分県保護観察所に照会するなどして把握すること。

当該連絡を受けた保護観察所は、仮釈放の取消しの申出又は刑の執行猶予の言渡しの

取消しの申出を検討することとなることから、当該保護観察所から協力を求められたと

きは、特異動向に関する疎明資料等（捜査書類を除く。）を提供するなど、必要な協力

に努めること。

また、当該要請の結果については、事件係属庁からストーカー行為等仮釈放者又は保

護観察付執行猶予者に係る回答書（「ストーカー行為等に係る仮釈放者及び保護観察付

執行猶予者に関する警察との連携について」（平成28年５月31日付け法務省保観第96号。

以下「法務省通達」という。）別添１）により連絡される。

なお、保護観察所から当該保護観察付執行猶予者の引致状執行の嘱託があったときは、

「所在不明となった仮釈放者及び保護観察付執行猶予者等の所在調査等に関する保護観



察所に対する協力における留意事項について」（令和５年６月21日付け大通達甲（人少）

第16号）４(1)イに基づき、保護観察所に対する協力の適切な運用に努めること。

(2) 保護観察所が問題行動等を把握した場合

保護観察所が、仮釈放者又は保護観察付執行猶予者のうち法務省通達２(1)ア又はイ

に該当し、かつ、ウに該当する者の問題行動等を把握したときは、保護観察所からスト

ーカー行為等仮釈放者又は保護観察付執行猶予者に係る連絡書（法務省通達別添２）に

より連絡される。

当該連絡は、事件係属庁から人身安全・少年課に行われるので、当該連絡を受けた同

課は、当該仮釈放者又は保護観察付執行猶予者に係る事案を送致した警察署等に（当該

警察署等が他の都道府県警察の警察署等であるときは、当該他の都道府県警察に）その

内容を通知すること。

当該通知を受けた警察署等は、事案の取扱い時等に把握した被害者の住所への直接の

訪問又は郵便物若しくは信書便物（被害者本人に限り交付する取扱いをされるものに限

る。）の送付により、被害者に対して、保護観察所からの連絡の内容等の警察が認知し

ている加害者の特異動向の状況のほか、必要に応じ、避難若しくは転居の検討、住民基

本台帳閲覧制限等の申出又は警察への相談を促す旨等を記載した書面を交付すること。

また、当該警察署等は、事後の照会に備え、保護観察所からの連絡の内容及び被害者

への対応状況について、当該事案処理に係る事案等処理票に確実に記載すること。

４ 保護観察所との連携強化

人身安全・少年課は、本通達における対応を円滑に行えるようにするため、必要な連絡

・協議の場を設けるなどして、大分県保護観察所との連携の強化に努めること。

５ 保護観察所の相談・支援窓口の教示

仮釈放者又は保護観察付執行猶予中の加害者に係る再相談等をした者が当該加害者に係

る事件の被害者等であった場合は、当該者に保護観察所の相談・支援窓口に申し出て相談

等をすることも可能であることを教示すること。ただし、これによって警察への再相談を

排除するものではないことに留意すること。

また、被害者等への教示を行った際は、保護観察所にその旨を連絡すること。

（人身安全・少年課人身安全対策第一係）

（刑 事 企 画 課 企 画 係）

（捜 査 第 一 課 強 行 犯 係）



別記様式

第 号

年 月 日

殿

（ 所 属 長 名 ）

ストーカー等に係る特異動向の情報提供等

恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る仮釈放者又は保護観察付執行猶予者に特

異動向がありましたので、下記のとおり、その内容を連絡するとともに、当該仮釈放者又は

保護観察付執行猶予者に関する情報提供を要請します。

記

１ 仮釈放者又は保護観察付執行猶予者の本籍、氏名及び生年月日

(1) 本籍

(2) 氏名

(3) 生年月日

２ 被害者の住居、氏名及び電話番号

(1) 住居

(2) 氏名

(3) 電話番号（携帯可）

３ 仮釈放者又は保護観察付執行猶予者の特異動向の内容

４ 仮釈放者又は保護観察付執行猶予者に関する情報提供の要請内容

(1) 被害者等との接触等の禁止に関する特別遵守事項が設定されている場合はその内容

(2) (1)以外の特別遵守事項

(3) 保護観察の種別

(4) 保護観察期間満了日

(5) 現住所

(6) 勤務先

担当者 （ 氏 名 ）

（ 連絡先 ）


















